
赤で示した部分は、現行の業務方法書では、規定されていない部分である。

Yes Yes

No No

地方事務所長の
決定(原決定）

不服申立て審査会の
審理

・非公開（業69条の4Ⅰ）
・地方事務所長に対する
調査要求（業69条の4Ⅲ）
・証拠書類等の提出（業
69条の5）

地方事務所長に対する
不服申立て(業69条Ⅰ）

（申立権者：申込者、被
援助者、受任者等）

原決定があったことを知ってから30日以内

明らかに不適法な申
立てと所長が認める

とき(業69条の2）

不服申立て審査会を構成
（業69条の3Ⅰ）

利害関係者への通知
（業69条の3Ⅳ）

不服申立審査会の決定
(業69条の6）

再審査委員会の審理

・非公開（業70条の4Ⅰ）
・理事長又は地方事務所
長に対する調査要求（業
70条の4Ⅲ）
・証拠書類等の提出（業
70条の5）

理事長に対する再審査
申立て(業70条Ⅰ）

明らかに不適法な申
立てと理事長が認め
るとき(業70条の2）

再審査委員会を構成
（業70条の3Ⅰ）

利害関係者への通知
（業70条の3Ⅳ）

不服申立てに対
する地方事務所
長の決定(業69条

の7）

採用（破
棄自判）

利害関係者への通知
(業69条の7Ⅰ）

再審査申立てに
対する理事長の
決定(業70条の7）

利害関係者への通知
(業70条の7Ⅰ）

採用（破
棄自判）

不採用

再審査
申立て

なされず

不服申立人又は
他方の利害関係

者による再審査申
立て

不服申立人による
再審査申立て

不採
用

却下

却下原決定確定

原決定を変更する場合は、利
害関係者に意見提出機会を付
与（業69条の6Ⅰただし書）

不服申立審査会の決定
(業70条の6）

原決定を変更する場合は、利
害関係者に意見提出機会を付
与（業70条の6Ⅰただし書）

決定があったことを知ってから14日以内

破棄差し戻し決定
の理由中の判断
は、地方事務所長
及び不服申立審査
会を拘束する（業70
条の7Ⅱ）

不 服 申 立 て 及 び 再 審 査  　　手 続 フ ロ ー チ ャ ー ト
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